
 

答 

１ 遊休財産額は、その法人の純資産額（資産の額－負債の額）から控除対象財

産（使途の定めがある財産として公益法人認定法施行規則第 22条第３項に列

挙されている財産。ただし、対応する負債の額を除く）を差し引いた残額です。

ここでは控除対象財産から対応する負債の額を控除する計算方法について説

明します。 

 

２ まず、控除対象財産から対応する負債を除く計算をするのは、借入金等によ

って資産を取得しているような場合には、負債が二重で減算されることにな

ってしまうからです。例えば法人の総資産５００、総負債２００、控除対象財

産２００のうち１００は借入金で取得、他の資産は全て目的の定めがない資

金として保有しているといった下記の例の場合、対応負債である借入金を考

慮しないで遊休財産額を計算すると、 

５００
総 資 産

 － ２００
総 負 債

－ ２ ０ ０
控除対象財産

＝ １００ 

 

となり、目的の定めのない資金を２００保有しているという実態から離れた

結果になります。したがって控除対象財産から対応する負債の額を除くこと

によって、 

５００
総 資 産

 － ２００
総 負 債

 － （２ ０ ０
控除対象財産

 － １００
対応負債

） ＝ ２００ 

となり、負債の二重控除を排除するわけです。 

 

貸借対照表 

 
目的の定めのない資金

（遊休財産額） 

 

３００ 

借入金 

 

 

２００ 

 

純資産額 

 

３００ 

控除対象財産 

２００ 

 

問Ⅴ‐４‐⑤（遊休財産額）  

遊休財産額の計算方法について詳しく教えてください。 



 

３ 公益法人認定法施行規則第２２条に定める対応負債の額は、上記の例によ

る控除対象財産に直接対応する負債と、資産との対応関係が明らかでないそ

の他の負債のうち控除対象財産に係る負債と認められるものを合計した額と

しています。これらを踏まえ、具体的な計算例を示すと次のとおりです。 

 

 

※ 控除対象財産は公益目的保有財産とした土地
８０

及び建物
４０

 

                            未払金
２０

は翌期首に現金預金から支払うもの 

資産の各科目との対応関係が明らかな負債の額 借入金
４０

は次の資産の取得に充てている 

（建物１０、その他資産３０） 
控除対象財産に対応する負債 

《個別対応方式》（認定規則第２２条第７項） 

まず、控除対象財産と個別の対応関係が明らかな負債を特定する。控除対象財産より、負債との個別

の対応関係が明らかな額と指定正味財産から充当される額とを控除した財産額の中には、資産の各科目

との対応関係が明らかでない負債に係るものが含まれうるが、これを資産の各科目との対応関係が明ら

かでない負債の額と一般正味財産額との割合に基づいて算出する。 

２５０
資 産

 － １００
負 債

 － （１２０
控除対象財産（Ａ）

－ １８）
対応負債（Ｂ）

 ＝ ４８
遊休財産額

 

１８
対応負債（Ｂ）

＝ １０
控除対象財産に対応する負債

＋（ １２０
控除対象財産（Ａ）

－ １０
控除対象財産に対応する負債

－ ７０
指定正味財産

）×   

{○イ１００
負債

－２０
引 当 金

－（２０＋１０＋３０
各資産に対応する負債の合計額

）}／（○イ＋ ８０
一般正味財産

） 



 
《簡便方式》（認定規則第２２条第８項） 

控除対象財産と個別の対応関係がある負債を特定する作業は行わない。控除対象財産より、指定正味

財産から充当される額を控除した財産額の中には負債に係るものが含まれうるが、これを負債の額と一

般正味財産額との割合に基づいて算出する。 

２５０
資 産

 － １００
負 債

 － （１２０
控除対象財産（Ａ）

－ ２５）
対応負債（Ｂ）

 ＝ ５５
遊休財産額

 

 

２５
対応負債（Ｂ）

＝ （ １２０
控除対象財産（Ａ）

－ ７０
指定正味財産

）× (①１００
負 債

－２０
引 当 金

 )／（①＋ ８０
一般正味財産

） 

 流動資産　４０

固

定

資
 

産

 Ａ
控除対象財産

１２０

 その他　９０

その他　２０

各対応負債　２０

 指定正味財産

７０

 各対応負債　１０

 その他　４０

 各対応負債　３０

 その他　６０

　
負
 

債

指定正味財産　７０

一般正味財産　８０

 各資産に対応する

負債の合計額

　６０

 イ  その他負債　２０

 引当金　２０

８

Ｂ

１８

１００

資産合計　２５０

 流動資産　４０

固

定

資
 

産

 Ａ
控除対象財産

１２０

 その他　９０

 指定正味財産

７０

 その他　５０

　
負
 

債

指定正味財産　７０

一般正味財産　８０

①

その他負債
８０

 引当金　２０

Ｂ

２５

１００

資産合計　２５０


